
 

 

令和８年５月２０日招集  

 

 

 

 

 

 

秩父市議会臨時会議案 

 





目　　　　　　　　次 

 

 

議案第４７号　　専決処分について（秩父市税条例の一部を改正する条例）･･････････････　　１ 

議案第４８号　　専決処分について（秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例）･･････　　８ 

議案第４９号　　専決処分について（秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）･･　１２ 

議案第５０号　　財産の取得について････････････････････････････････････････････････　１７ 

議案第５１号　　財産の取得について････････････････････････････････････････････････　１８ 

議案第５２号　　秩父市監査委員の選任について･･････････････････････････････････････　１９ 

 

 





議案第４７号 

  　　専決処分について 

　秩父市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

　　令和８年５月２０日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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専決処分書 

秩父市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦

2



秩父市税条例の一部を改正する条例 

秩父市税条例（平成１７年秩父市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８１

条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」

の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１

項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同

項を同条第２項とする。 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第８１条第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び

第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第３３号の

４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４の２様式」を

「施行規則第３３号の４様式」に改める。 

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を

「軽自動車税」に改める。 

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」に、

「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。 
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附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を

「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第

５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第

７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、

附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」

に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４

項第１号イ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５

条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を

「２分の１」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第

１５条第２４項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第７項中

「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３

分の２」を「２分の１」に改め、同条第８項を削り、同条第９項中「附則第１５条

第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を「３

分の２」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５条第２５項

第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」

を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同項を同条第１０項とし、第１２項か

ら第１４項までを削り、同条第１５項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５

条第２７項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１６項中「附則第１５条第

３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１

７項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条

第１３項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６

項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１９項中「附則第１５条第４０項」

を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第２０項中

「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１６

項とし、同条中第２１項を第１７項とし、第２２項を第１８項とし、同条に次の１

項を加える。 

１９　法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分
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の１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」

に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改

め、同条第９項第５号及び第１１項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第

１２条第３２項」に改め、同条第１４項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１

２条第２０項」に改め、同条第１５項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特

定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及

び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２

条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第

７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１

項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）

又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特

定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように

改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第

２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３

項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から

第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年

３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１

項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令

和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」

を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の

種別割」を削る。 
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附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第３項

第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則

第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め

る。 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２号中

「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の

３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項第２

号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を「及び

第７条の３第１項」に改める。 

附　則 

（施行期日） 

第１条　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条　別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秩父市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

２　令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第

１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

３　平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１

１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸

術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条　新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽

自動車税について適用する。 

２　この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税

の環境性能割については、なお従前の例による。 

３　令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

6



る。 

（秩父市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条　秩父市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年秩父市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

附則第５条中「の種別割」を削る。
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議案第４８号 

  　　専決処分について 

　秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

　　令和８年５月２０日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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専決処分書 

秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月３１日 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例 

秩父市都市計画税条例（平成１７年秩父市条例第６６号）の一部を次のように改

正する。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第

１３項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第

３１項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第

３５項」に改める。 

附則第７項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第

３６項」に改める。 

附則第８項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第

４０項」に改める。 

附則第１８項を附則第１９項とする。 

附則第１７項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第

２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若

しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、

第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項

若しくは第４３項」に改め、同項を附則第１８項とする。 

附則第１６項中「附則第１０項及び第１２項」を「附則第１１項及び第１３項」

に、「附則第１０項及び第１３項」を「附則第１１項及び第１４項」に、「附則第

１１項、第１３項及び第１４項」を「附則第１２項、第１４項及び第１５項」に、

「附則第１３項」を「附則第１４項」に改め、同項を附則第１７項とし、附則第１

５項を附則第１６項とする。 

附則第１４項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１５

項とする。 

附則第１３項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１４

項とする。 

附則第１２項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１３

項とし、附則中第１１項を第１２項とし、第１０項を第１１項とする。 

附則第９項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改

め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第
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１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術

の公演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号）附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した

事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規

定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３

号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第

２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則中第９項を第１０項とし、第８項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

９　法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の１

とする。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　次項に定めるものを除き、この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規

定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分まで

の都市計画税については、なお従前の例による。 

３　平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修

工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税

については、なお従前の例による。
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議案第４９号 

  　　専決処分について 

　秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

　　令和８年５月２０日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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専決処分書 

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

 

令和８年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

秩父市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

第２条第５項に次のただし書を加える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納

付金課税額は、３万円とする。 

第２１条第１項中「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育

て支援納付金課税額からエ及びオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号に次のように加える。 

エ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額　被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて１，２４８円 

オ　１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額　１８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について８７円 

第２１条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号に

次のように加える。 

エ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額　被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて８９１円 

オ　１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額　１８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について６２円 

第２１条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次のように

加える。 

エ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額　被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて３５７円 

オ　１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額　１８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２５円 

第２１条第２項に次の１号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額　次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に
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定める額 

ア　前項第１号エに規定する金額を減額した世帯　２６７円 

イ　前項第２号エに規定する金額を減額した世帯　４４６円 

ウ　前項第３号エに規定する金額を減額した世帯　７１３円 

エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世帯　８９１円 

第２１条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者

均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項に次の３号を

加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額　当該出産被保険者につき第９条の２の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額　当該出産被保険者につき第９条の３の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額　当該出産被保険者につき第９条の４の規定により算

定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

第２１条に次の１項を加える。 

４　国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附　則 

（施行期日） 
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１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（適用区分） 

２　この条例による改正後の秩父市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。
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議案第５０号 

　　　財産の取得について 

　次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

　　種　　類　　太陽光発電設備 

　　数　　量　　秩父市役所大滝総合支所 

太陽光パネル１４５枚　パワーコンディショナー２台 

秩父市立影森小学校 

太陽光パネル１４０枚　パワーコンディショナー２台 

　　金　　額　　金９５，６４５，７０４円 

　　相 手 方　　埼玉県秩父市熊木町９番５号　秩父ビジネスプラザ 

　　　　　　　　秩父新電力株式会社  

　　　　　　　　代表取締役　滝澤隆志 

 

　　令和８年５月２０日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　秩父市役所大滝総合支所及び秩父市立影森小学校の太陽光発電設備を取得したい

ので、秩父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成１７年秩父市条例第６１号）第３条の規定により提出する。
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議案第５１号 

　　　財産の取得について 

　次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

　　種　　類　　ＬＥＤ照明器具 

　　数　　量　　７，３６３灯 

　　金　　額　　金　１２５，４００，０００　円 

　　相 手 方　　東京都渋谷区桜丘町２０番４号 

　　　　　　　　株式会社ＮＥＸＹＺ． 

　　　　　　　　代表取締役　大前成平 

 

　　令和８年５月２０日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　全ての秩父市立中学校にＬＥＤ照明器具を取得したいので、秩父市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年秩父市条例第６１

号）第３条の規定により提出する。
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議案第５２号 

　　　秩父市監査委員の選任について 

　秩父市監査委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

　　住　　所　　（略） 

　　氏　　名　　木村隆彦 

　　生年月日　　（略） 

 

　　令和８年５月２０日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　秩父市監査委員髙野宏が令和８年４月３０日に任期が満了したので、後任の秩父

市監査委員を議会の同意を得て選任したいため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９６条第１項の規定により提出する。 
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